
平
成
十
九
年
二
月
八
日
提
出

質

問

第

五

三

号

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

河

村

た

か

し
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住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

い
わ
ゆ
る
「
住
基
ネ
ッ
ト
差
止
訴
訟
」
に
お
い
て
、
住
民
の
請
求
を
棄
却
し
た
判
決
の
中
で
も
、
「
情
報
技
術
社
会
の
発
展

過
程
に
お
い
て
は
、
何
ら
か
の
リ
ス
ク
が
発
生
す
る
こ
と
自
体
は
や
む
を
得
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
、
そ
の
リ
ス
ク
を

踏
ま
え
た
う
え
で
、
健
全
な
発
展
を
実
現
し
て
い
く
た
め
に
は
、
リ
ス
ク
を
最
小
限
に
押
さ
え
る
た
め
の
合
理
的
な
措
置
を
講

じ
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
記
認
定
判
断
の
と
お
り
、
住
基
ネ
ッ
ト
の
運
用
に
際
し
て
は
、
外
部
か
ら
の

侵
入
や
運
用
関
係
者
に
よ
る
情
報
漏
洩
の
危
険
、
名
寄
せ
の
危
険
等
と
い
っ
た
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
の
危
険
性
が
皆
無
と
ま
で

は
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
今
後
も
、
厳
重
な
漏
洩
等
防
止
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」
な

ど
と
、
「
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
」
の
向
上
に
関
し
て
、
行
政
に
対
す
る
注
文
を
付
け
て
い
る
も
の
も
み
ら
れ
る
。

も
と
よ
り
、
住
基
ネ
ッ
ト
の
「
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
」
は
万
全
を
期
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

�

（
平
成
一
五
年
実
施
の
一
〇
八
市
町
村
の
シ
ス
テ
ム
運
営
監
査
に
つ
い
て
）

総
務
省
は
、
平
成
一
五
年
八
月
二
五
日
の
住
基
ネ
ッ
ト
二
次
稼
働
に
際
し
て
、
一
〇
八
の
市
町
村
を
選
定
し
、
シ
ス
テ
ム

運
営
監
査
を
行
い
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
（
「
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
及
び
そ
れ
に
接
続
し
て
い
る
既
存
住

一



基
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
調
査
票
に
よ
る
点
検
状
況
」
）
の
記
載
内
容
の
検
証
を
実
施
し
た
旨
述
べ
て
い
る
。

（
�
）

こ
の
検
証
結
果
を
ま
と
め
た
報
告
書
等
の
名
称
、
作
成
者
、
作
成
年
月
日
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

同
検
証
結
果
に
お
い
て
、
指
摘
さ
れ
た
問
題
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

同
検
証
結
果
は
、
い
つ
、
ど
こ
に
報
告
さ
れ
て
審
議
さ
れ
た
の
か
を
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

（
住
基
ネ
ッ
ト
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
の
物
理
的
接
続
に
つ
い
て
）

平
成
一
五
年
一
二
月
二
六
日
開
催
の
第
九
回
住
基
ネ
ッ
ト
調
査
委
員
会
に
お
い
て
、
総
務
省
の
井
上
市
町
村
課
長
が
、

「
今
回
、
長
野
県
の
波
田
町
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
の
侵
入
は
失
敗
し
て
お
り
ま
す
が
、
全
地
方
公
共
団
体
が
ど
う

い
う
レ
ベ
ル
で
あ
る
か
と
い
う
議
論
は
あ
り
得
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
前
回
の
調
査
委
員
会
で
も
私
ど
も
は

方
針
を
示
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
受
け
て
、
現
在
、
具
体
的
な
作
業
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
三
二
〇
〇

の
市
町
村
が
あ
り
ま
す
が
、
と
り
あ
え
ず
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
基
幹
系
の
シ
ス
テ
ム
が
物
理
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
団
体

を
対
象
と
い
た
し
ま
し
て
、
自
前
で
や
る
と
い
う
と
こ
ろ
は
対
象
外
と
し
て
い
ま
す
が
、
遠
隔
で
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
診
断
を

や
っ
て
欲
し
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
六
百
数
十
団
体
現
在
ご
ざ
い
ま
す
。
」

と
述
べ
て
い
る
。

二



（
�
）

こ
の
当
時
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
住
基
ネ
ッ
ト
が
物
理
的
に
接
続
し
て
い
た
市
区
町
村
は
い
く
つ
存
し
た
の
か
、

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

現
在
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
住
基
ネ
ッ
ト
が
物
理
的
に
接
続
し
て
い
る
市
区
町
村
は
い
く
つ
存
す
る
の
か
、
政
府

は
把
握
し
て
い
る
の
か
。

把
握
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
最
新
時
点
の
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

（
住
基
ネ
ッ
ト
サ
ー
バ
の
監
視
状
況
に
つ
い
て
）

住
基
ネ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
の
、
市
区
町
村
の
Ｃ
Ｓ
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
サ
ー
バ
）
、
都
道
府
県
の
サ
ー
バ
、
指
定
情
報

処
理
機
関
の
セ
ン
タ
ー
サ
ー
バ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
誰
が
、
ど
の
よ
う
に
監
視
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

（
住
基
ネ
ッ
ト
の
脆
弱
性
対
策
・
ウ
ィ
ル
ス
対
策
に
つ
い
て
）

（
�
）

住
基
ネ
ッ
ト
の
「
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
パ
ッ
チ
」
「
ウ
ィ
ル
ス
対
策
」
な
ど
の
ソ
フ
ト
は
、
指
定
情
報
処
理
機
関
が
動

作
確
認
を
行
っ
て
か
ら
地
方
自
治
体
等
に
配
布
す
る
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。

（
�
）

平
成
一
四
年
度
か
ら
平
成
一
七
年
度
に
お
け
る
、
「
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
パ
ッ
チ
」
「
ウ
ィ
ル
ス
対
策
」
ソ
フ
ト
を
、

指
定
情
報
処
理
機
関
が
地
方
自
治
体
等
に
配
布
す
る
ま
で
の
期
間
は
ど
れ
位
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
度
の
最

三



短
期
間
と
最
長
期
間
、
お
よ
び
平
均
期
間
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

指
定
情
報
処
理
機
関
が
地
方
自
治
体
等
に
配
布
し
た
「
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
パ
ッ
チ
」
「
ウ
ィ
ル
ス
対
策
」
ソ
フ
ト

を
、
地
方
自
治
体
等
が
Ｃ
Ｓ
や
Ｃ
Ｓ
端
末
な
ど
に
イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
報
告
や
確
認
等
は
、

誰
が
、
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い
る
の
か
。

�

（
斜
里
町
の
パ
ス
ワ
ー
ド
問
題
に
つ
い
て
）

（
�
）

平
成
一
八
年
三
月
に
ウ
ィ
ニ
ー
関
連
ウ
ィ
ル
ス
に
よ
り
、
北
海
道
斜
里
町
の
住
基
ネ
ッ
ト
関
連
情
報
が
流
出
し
た

こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
が
、
総
務
省
等
は
こ
の
事
件
に
つ
い
て
、
調
査
を
行
っ
た
り
、
報
告
を
受
け
た
り
し
て
い

る
か
。

（
�
）

こ
の
流
出
情
報
の
中
に
「
住
基
ネ
ッ
ト
に
関
連
す
る
パ
ス
ワ
ー
ド
」
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て

い
る
が
、
こ
の
パ
ス
ワ
ー
ド
と
は
住
基
ネ
ッ
ト
Ｃ
Ｓ
端
末
操
作
者
用
の
も
の
で
、
「shiretoko

」
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
よ
い
か
。

違
っ
て
い
る
な
ら
、
訂
正
さ
れ
た
い
。

（
�
）

（
�
）
の
パ
ス
ワ
ー
ド
の
有
効
期
間
は
、
い
つ
か
ら
い
つ
ま
で
で
あ
っ
た
か
。

四



右
質
問
す
る
。
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